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【手続補正書】
【提出日】平成28年9月15日(2016.9.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クレードルに着脱可能な携帯型電子機器であって、
　前記クレードルに設けられた端子に接続される接続部と、
　前記クレードルの端子に前記接続部が接続された後に当該接続が解除されたか否かを判
定する接続判定手段と、
　前記接続判定手段により前記接続が解除されたと判定された場合に、前記携帯型電子機
器を起動させる制御手段と、を備えることを特徴とする携帯型電子機器。
【請求項２】
　請求項１に記載の携帯型電子機器において、
　当該携帯型電子機器を初期起動させる初期起動手段を備え、
　前記制御手段は、前記接続判定手段により前記接続が解除されたと判定された場合に、
前記初期起動手段により前記携帯型電子機器を初期起動させることを特徴とする携帯型電
子機器。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の携帯型電子機器において、
　充電可能な電池を備え、
　前記接続部は、前記クレードルから供給される電力を取得する充電用接続部を備え、
　前記接続判定手段は、前記充電用接続部に加わる電圧または電流を検出して前記クレー
ドルの端子に対する前記接続が解除されたか否かを判定することを特徴とする携帯型電子
機器。
【請求項４】
　請求項１または請求項２に記載の携帯型電子機器において、
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　前記接続部は、前記クレードルを介して、当該クレードルに接続される他の電子機器と
情報を交換する情報交換用接続部を備え、
　前記接続判定手段は、前記情報交換用接続部を介した情報交換の結果を検出して前記ク
レードルの端子に対する前記接続が解除されたか否かを判定することを特徴とする携帯型
電子機器。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の携帯型電子機器において、
　表示部と、
　複数の発光素子と、
　被験者の脈拍数を取得する脈拍取得手段と、
　前記脈拍数が、予め区分された複数の脈拍ゾーンのいずれのゾーンに属するのかを判定
する脈拍ゾーン判定手段と、
　前記脈拍ゾーン判定手段の判定結果に基づいて、前記複数の発光素子の点灯状態を制御
することで、前記脈拍数が属する脈拍ゾーンを報知する報知制御手段と、を備えることを
特徴とする携帯型電子機器。
【請求項６】
　請求項５に記載の携帯型電子機器において、
　前記被験者の運動量を評価する運動評価量を計測する運動評価量計測手段と、
　予め設定された運動目標値に対する前記運動評価量の達成度を評価する達成度評価手段
と、を備え、
　前記報知制御手段は、前記脈拍ゾーンを報知しているときに、前記被験者による報知を
指示する操作がなされたときに、前記達成度評価手段により評価された前記達成度を前記
複数の発光素子の点灯状態を制御することで報知することを特徴とする携帯型電子機器。
【請求項７】
　請求項５または請求項６に記載の携帯型電子機器において、
　充電可能な電池を備え、
　前記接続部は、前記クレードルから供給される電力を取得する充電用接続部を備え、
　前記報知制御手段は、前記充電用接続部を介して前記クレードルから供給される電力が
前記電池に供給されている場合に、前記複数の発光素子の少なくとも１つを点灯状態に制
御することを特徴とする携帯型電子機器。
【請求項８】
　請求項５から請求項７のいずれか一項に記載の携帯型電子機器において、
　充電可能な電池と、
　前記電池の蓄電量が所定の蓄電量を下回ったか否かを判定する蓄電量判定手段と、を備
え、
　前記報知制御手段は、前記蓄電量判定手段により前記電池の蓄電量が前記所定の蓄電量
を下回ったと判定された場合に、充電を促す情報を前記表示部に表示させることを特徴と
する携帯型電子機器。
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